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令和７年５月２９日 

農政部農業振興課農業人材育成班 
水産林政部水産業振興課企画推進班 
農業士担当：本多（022-211-2836） 
漁業士担当：藤田（022-211-2935） 

 

農業者及び漁業者のリーダーを認定します 
 

県では、優れた農業経営又は漁業経営を実践し、地域産業の振興や後継者育成に指導的な
役割を担っている方を「農業士」「漁業士」として知事が認定しています。今年度は下記に
より式典を執り行いますので、報道機関の皆様におかれましては、是非取材していただ
きますようお願いします。 

 
記 

１ 行 事 名 
令和７年度宮城県農業士及び漁業士退任・認定式 
  

２ 日  時 
  令和７年６月５日（木）午後２時から３時まで 
 
３ 場  所 

  東京エレクトロンホール宮城 ６０１大会議室 

（仙台市青葉区国分町３丁目３－７） 
 
４ 主  催 
  宮城県 
 
５ 内  容 
（１）退任する農業士及び漁業士に対し感謝状を贈呈 
（２）新規認定された農業士及び漁業士に対し認定証を交付 
（３）主催者挨拶 
（４）退任者及び新規認定者代表挨拶 

 
６ 出 席 者 
  宮城県副知事 小林 徳光 
  宮城県農業士及び漁業士他 計８０人 
 
７ 参  考 
（１）農業士及び漁業士の人数 

 指導農業士 

（40歳～65歳） 

青年農業士 

（25歳～40歳） 

指導漁業士 

（46歳～65歳） 

青年漁業士 

（～45 歳） 

今回の退任者数 １１人 １４人 ２人 ０人 

令和７年度新規認定者数 １５人 ５人 ４人 ３人 

令和７年度認定後の人数 １３０人 ３７人 ７５人 ４５人 

これまでの延べ認定数 
４３５人 ５６５人 １７４人 ２１８人 

合計１，０００人 合計３９２人 

 
（２）制度発足は、農業士は昭和５２年度、漁業士は昭和６１年度と長い歴史があります。 


